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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第115期
第３四半期
連結累計期間

第116期
第３四半期
連結累計期間

第115期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高 (百万円) 68,904 69,866 94,973

経常利益 (百万円) 1,720 2,373 2,732

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,537 1,515 1,478

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 897 615 579

純資産額 (百万円) 40,608 40,627 40,291

総資産額 (百万円) 130,003 126,679 123,849

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 11.63 11.46 11.18

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.0 31.9 32.3

　

回次
第115期
第３四半期
連結会計期間

第116期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.18 8.12

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．第115期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理している。

４．第115期第３四半期連結累計期間及び第116期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

５．第115期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社における異動もない。

　

EDINET提出書類

株式会社栗本鐵工所(E01268)

四半期報告書

 2/20



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済の状況は、東日本大震災の影響により停滞していた生産活動は回

復に向かっているものの、円高の長期化懸念、株式市場の低迷、電力供給の制限などから、依然として不透明な状況

で推移した。

　このような状況の中で、当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、機種の統廃合を行ったバルブ部門、厳

しい業界環境下で需要が減少した素形材部門他で売上高が減少したが、機械部門で鍛圧機、混練機の売上高が増加

したこと、建材部門において首都圏オフィスビル向けの空調製品の出荷が好調だったことなどにより、売上高は前

第３四半期連結累計期間比961百万円増収の69,866百万円となった。

　利益面では原材料価格の上昇が続いたものの、原価改善をはじめ、管理販売費の削減につとめたことなどにより、

営業利益は2,969百万円(前第３四半期連結累計期間比454百万円増益)、経常利益は2,373百万円（前第３四半期連

結累計期間比653百万円増益）となった。反面、四半期純利益は、特別損失として有価証券の評価損を計上したこと

により1,515百万円（前第３四半期連結累計期間比21百万円減益）となった。

　セグメントの業績は、次のとおりである。

　「パイプシステム事業」は、売上高については、鉄管部門において新型耐震管の採用が進み、小口径管の出荷は堅

調だったものの、中口径管の出荷が減少したこと、機種の統廃合を行ったバルブ部門の売上が減少したことなどに

より、前第３四半期連結累計期間比930百万円減収の40,403百万円となった。

　営業利益については、バルブ部門において収益改善が実施されたものの、鉄管部門で付加価値の高い粉体塗装管

の出荷が伸びなかったこと、主原料を中心とした材料高の影響により、前第３四半期連結累計期間比224百万円減

益の1,779百万円の営業利益となった。

　「機械システム事業」は、売上高については、素形材部門において鋳物で売上が減少したものの、機械部門におい

て、海外向けの鍛圧機並びに混練機の増加により、売上を伸ばした。これらにより、前第３四半期連結累計期間比

495百万円増収の15,068百万円となった。

　営業利益については、利益率の高い個別物件や原価改善などにより、前第３四半期連結累計期間比700百万円増益

の833百万円の営業利益となった。

　「産業建設資材事業」は、売上高については、建材部門において、厳しい業界環境下において消音製品の出荷は減

少したものの、東京地区の大型オフィスビル向けの空調製品、高層マンション向けの建築製品の出荷が好調だった

ことにより売上が増加した。また、化成品部門においては、東日本大震災の影響により電力分野の出荷が減少した

ものの、農下水分野がこれを上回り売上が増加した。これらから前第３四半期連結累計期間比1,396百万円増収の

14,394百万円となった。

　営業利益については、化成品部門において、コストダウンに注力したものの、電力分野の減収で減益となったが、

建材部門で空調、建築製品の増収により増益となったことなどから、前第３四半期連結累計期間比225百万円増益

の384百万円となった。

  　

（２）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券、現金及び預金などが減少した反面、受取手形及び売掛

金、仕掛品などの増加により、前連結会計年度末比2,830百万円増加の126,679百万円（前年同四半期130,003百万

円）となった。

　一方、負債においては、短期借入金などが減少した反面、支払手形及び買掛金などの増加により、前連結会計年度

末比2,494百万円増加の86,052百万円（前年同四半期89,394百万円）となった。

　純資産においては、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金などの減少により、前連結会計年度末比335百

万円増加の40,627百万円（前年同四半期40,608百万円）となった。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりである。

（株式会社の支配に関する基本方針について）

　当社は、平成20年５月26日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に

関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を決定し、同年６月27日開催の第112回定時株主総会において、

「当社株式等の大規模買付行為への対応策」の導入の承認決議を受けている。

　平成23年５月23日開催の取締役会において基本方針を改定し、同年６月29日開催の第115回定時株主総会において

「当社株式等の大規模買付行為への対応策」を一部修正のうえ、継続することの承認決議を受けた。

１．基本方針の概要

　当社は、当社株式の譲渡は自由であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に影響を及ぼす

当社株式の買付行為等に応じるか否かについては、株主全体の自由な意思に基づき決定されるべきものと考えて

いる。

　しかし、当社株式の買付行為等の一部には、その内容について検討するための十分な時間や情報を与えないも

の、買付条件が企業価値・株主共同の利益に照らして不十分であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を

毀損するおそれをもたらすものも想定される。

　当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な買付行為等を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではなく、かかる買付行為等に対しては必要かつ相当な対

抗措置をとる必要があると考えている。

２．基本方針の実現に資する取組みの概要

　当社では、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の実現に資するものとし

て、以下に掲げる取組みを推進している。

(1) 企業価値・株主共同の利益の向上に資する「経営方針」について

　当社は、1909年の創業以来、お客様満足第一のモノづくりに徹して、社会インフラ整備・ライフラインの拡充

に貢献してきた。今後もトータル・クオリティー・サービスでお客様の信頼を得ることで持続的成長を目指す

ことを「経営基本方針」としている。

　この「経営基本方針」を遂行するために、コア技術を基盤としたイノベーションに注力するとともに、「投資

と将来性」、「収益創出事業と新規戦略事業」等のバランスを計り、市場・顧客ニーズに対して最適システム

を提供していく。これに加え、社会貢献活動・コンプライアンス活動等にも引き続き積極的に取組んでいく。

(2) 企業価値・株主共同の利益向上に資する「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実施策」について

　コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、次の施策を実施している。

①　経営上の意思決定、業務執行及び監督

　最高意思決定機関及び監督機関として取締役会のほか、代表取締役社長を中心としたメンバーによる経営

会議を設置し、取締役会の機能補完と意思決定の迅速化を図っている。さらに、執行役員制度を導入し、取締

役の業務執行機能の一部を執行役員に権限委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化してい

る。また、経営監査機関として、監査役会を設置し、監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、内部統

制の運営状況等の確認を行い、必要に応じて取締役会に意見を述べるなど、取締役の職務執行に対する監査

を行っている。

②　内部統制システム

　内部統制システムについての具体的な取組みとして、企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制

にかかる規程を整備し、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設

置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めている。

３．当社株式等の大規模買付行為への対応策（本プラン）の概要

(1) 本プランの対象

　議決権割合で20％以上となる当社株式等の取得を目的する大規模買付行為を対象とし、大規模買付行為につ

いて一定のルール（大規模買付ルール）を定めている。

(2) 大規模買付ルール

　大規模買付者は、当社取締役会に対し、事前に買付行為の概要等を記した意向表明書及び買付の目的、買付後

の経営方針など、株主の皆様や取締役会の判断に必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期

間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものである。
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(3) 大規模買付行為がなされた場合の対応

①　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

　取締役会は、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置をとらず、買付提案に応じるか否かは、株主

の皆様において判断することになる。ただし、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと取締役会

が判断する場合には、新株予約権の無償割当て等の対抗措置をとることがある。

②　大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

　取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等の対抗

措置をとることがある。なお、大規模買付者がルールを順守したか否かの判断に際しては、大規模買付者側の

事情についても考慮することとする。

③　独立委員会の設置

　取締役会が、大規模買付ルールが順守されたか否か又は企業価値・株主共同の利益を損なうか否かの判断

を行う際、客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置する。独立委員は、社外取締役、社外監査役、

社外有識者の中から選任する。

④　対抗措置の発動の手続

　取締役会は、発動に先立ち独立委員会に対し発動の是非について諮問し、独立委員会はその是非について勧

告を行う。取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重する。具

体的な手段については、その時点で最も適切と取締役会が判断したものを選択する。 

⑤　対抗措置発動の停止等について

　取締役会が、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告等を尊重した上で、対抗

措置の発動の停止又は変更等を行うことがある。

(4) 株主・投資家に与える影響等

①　大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、大規模買付行為の是非を株主の皆様が判断する際の必要な情報を提供するためのも

のであり、企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えている。

②　対抗措置の発動が株主及び投資家の皆様に与える影響

　取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、適時・適切に開示する。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、経済的・法的に格別の損失を被るような事態は

想定していない。

(5) 大規模買付ルールの適用開始、有効期間、継続及び廃止

　本プランの有効期間は、平成23年６月29日に開催された第115回定時株主総会の日から３年間（平成26年６月

に開催予定の定時株主総会まで）とし、以降は３年ごとに定時株主総会の承認を経ることとする。

　但し、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、

本プランはその時点で廃止されるものとする。

(6) 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

①　買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足している。また、経済産業省に設置された企業価

値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の

内容も踏まえている。

②　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、買付等に応じるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必

要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の

企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものである。

③　合理的な客観的発動要件の認定

　本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定され

ており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されている。

EDINET提出書類

株式会社栗本鐵工所(E01268)

四半期報告書

 5/20



④　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際して、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会

の勧告を最大限尊重することとしている。

　また、適時に情報開示することにより、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運

営が行われる仕組みが確保されている。

⑤　株主意思を尊重するものであること

　本プランは、平成23年６月29日開催の第115回定時株主総会にて株主の皆様の承認を頂いたことから、株主

の皆様の意向が反映されている。

⑥　デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、株主総会で選任された任期が１年間である取締役で構成される取締役会により廃止すること

ができ、デッドハンド型買収防衛策ではなく、また、スローハンド型買収防衛策でもない。

　　

（４）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、916百万円である。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 393,766,000

計 393,766,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)

（平成23年12月31日）

提出日現在発行数(株)
（平成24年２月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 133,984,908 133,984,908

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 133,984,908 133,984,908 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(株)

発行済株式総数
残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額
（千円）

資本準備金残高
(千円)

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
― 133,984,908― 31,186,098 ― 6,959,779

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,771,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 131,903,000 131,903 ―

単元未満株式 普通株式     310,908 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 　　　　 133,984,908 ― ―

総株主の議決権 ― 131,903 ―

　（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれている。

又、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれている。

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社栗本鐵工所

大阪市西区北堀江

一丁目12番19号
1,771,000― 1,771,000 1.32

計 ― 1,771,000― 1,771,000 1.32

（注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は、1,772,666株である。

　

２【役員の状況】

該当事項なし。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、大阪監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,627 15,443

受取手形及び売掛金 36,044 ※5
 39,978

商品及び製品 7,756 7,625

仕掛品 4,930 6,667

原材料及び貯蔵品 2,061 2,144

その他 1,552 1,677

貸倒引当金 △206 △220

流動資産合計 68,767 73,316

固定資産

有形固定資産

土地 24,484 24,641

その他（純額） 17,076 16,636

有形固定資産合計 41,560 41,278

無形固定資産

その他 376 283

無形固定資産合計 376 283

投資その他の資産

投資有価証券 10,146 8,436

その他 4,068 3,993

貸倒引当金 △1,071 △628

投資その他の資産合計 13,144 11,800

固定資産合計 55,081 53,362

資産合計 123,849 126,679
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,410 ※5
 27,482

短期借入金 48,121 30,919

未払法人税等 269 121

引当金 1,776 821

その他 4,628 5,439

流動負債合計 77,206 64,784

固定負債

社債 44 33

長期借入金 1,108 15,666

退職給付引当金 3,348 3,815

その他の引当金 744 702

その他 1,106 1,050

固定負債合計 6,352 21,267

負債合計 83,558 86,052

純資産の部

株主資本

資本金 31,186 31,186

資本剰余金 6,959 6,959

利益剰余金 2,218 3,470

自己株式 △385 △385

株主資本合計 39,979 41,230

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38 △867

その他の包括利益累計額合計 38 △867

少数株主持分 273 264

純資産合計 40,291 40,627

負債純資産合計 123,849 126,679
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 68,904 69,866

売上原価 52,416 53,259

売上総利益 16,488 16,607

販売費及び一般管理費 13,973 13,637

営業利益 2,514 2,969

営業外収益

受取配当金 65 108

不動産賃貸料 107 105

その他 237 189

営業外収益合計 410 403

営業外費用

支払利息 579 470

その他 624 528

営業外費用合計 1,204 998

経常利益 1,720 2,373

特別利益

土地売却益 294 －

投資有価証券売却益 42 27

その他 92 －

特別利益合計 429 27

特別損失

投資有価証券評価損 256 735

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 101 －

その他 68 0

特別損失合計 426 735

税金等調整前四半期純利益 1,724 1,665

法人税、住民税及び事業税 188 158

法人税等調整額 2 △14

法人税等合計 190 143

少数株主損益調整前四半期純利益 1,533 1,522

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 6

四半期純利益 1,537 1,515
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,533 1,522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △636 △906

繰延ヘッジ損益 0 －

その他の包括利益合計 △636 △906

四半期包括利益 897 615

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 901 609

少数株主に係る四半期包括利益 △3 6
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用している。

　

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の41.0％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始

する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以

降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となる。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債

の金額を控除した金額）は33百万円減少し、法人税等調整額は35百万円増加している。

　

　

EDINET提出書類

株式会社栗本鐵工所(E01268)

四半期報告書

14/20



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

１　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

 400百万円

１　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

 339百万円

２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 2,265百万円

裏書譲渡高 31百万円

２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 2,715百万円

裏書譲渡高 270百万円

３　コミットメント等について

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン並びにターム

ローン契約を締結している。

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。

当座貸越極度額 2,900百万円

コミットメントラインの総額 33,000百万円

タームローンの総額 18,000百万円

借入実行残高 46,717百万円

差引額 7,182百万円

３　コミットメント等について

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン並びにターム

ローン契約を締結している。

当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりである。

当座貸越極度額 1,800百万円

コミットメントラインの総額 33,000百万円

タームローンの総額 17,000百万円

借入実行残高 44,480百万円

差引額 7,320百万円

　４　財務制限条項等の付保

短期借入金のうち26,000百万円、長期借入金（１年

以内返済分を含む）のうち18,000百万円について

は、財務制限条項等が付されている。

(1)各決算期末日及び第２四半期連結会計期間末日

において、貸借対照表（連結、単体いずれも）の

純資産残高300億円以上に維持すること。

(2)平成21年３月期以降の各年度の決算期における

損益計算書（連結、単体それぞれ）に示される営

業損益を２期連続して損失とならないようにす

ること。

　４　財務制限条項等の付保

短期借入金のうち26,000百万円、長期借入金（１年

以内返済分を含む）のうち17,000百万円について

は、財務制限条項等が付されている。

(1)各決算期末及び第２四半期連結会計期間末に関

し、連結及び単体での純資産残高は300億円以上

を維持すること。

(2)平成24年３月期以降の決算期に関し、連結及び単

体での営業損益は２期連続で損失とならないこ

と。

(3)平成24年３月期以降の決算期に関し、連結及び単

体での有利子負債より現預金を差し引いた額を

純資産額により除して算出した数値は、1.0を超

過しないこと。

　――――― ※５　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしている。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日で

あったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末日残高に含まれている。

受取手形 2,120百万円

支払手形 1,695百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固

定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 1,776百万円 1,686百万円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

配当に関する事項

　該当事項なし。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当に関する事項

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 264百万円 2円 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

パイプシス
テム事業

機械シス
テム事業

産業建設
資材事業

売上高       

外部顧客への売上高 41,33314,57312,99768,904 － 68,904
セグメント間の内部売上高
又は振替高

60 34 758 852 △852 －

計 41,39314,60813,75569,757 △852 68,904

セグメント利益 2,004 132 159 2,296 218 2,514

（注）1 セグメント利益の調整額218百万円には、セグメント間取引消去47百万円、各報告セグメントが負担する販

売間接費、一般管理費、試験研究費の配分差額227百万円及びたな卸資産の調整額△56百万円が含まれてい

る。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項なし。

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項なし。

（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項なし。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

パイプシス
テム事業

機械シス
テム事業

産業建設
資材事業

売上高       

外部顧客への売上高 40,40315,06814,39469,866 － 69,866
セグメント間の内部売上高
又は振替高

108 0 735 844 △844 －

計 40,51215,06915,12970,711 △844 69,866

セグメント利益又は

　　　　セグメント損失(△)
1,779 833 384 2,997 △27 2,969

（注）1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△27百万円には、セグメント間取引消去40百万円、各報告

セグメントが負担する販売間接費、一般管理費、試験研究費の配分差額2百万円及びたな卸資産の調整額△

70百万円が含まれている。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項なし。

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項なし。

（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項なし。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 11円63銭 11円46銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 1,537 1,515

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,537 1,515

普通株式の期中平均株式数（千株） 132,216 132,213

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

（重要な後発事象）

該当事項なし。

　

２【その他】

該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月10日

株式会社栗本鐵工所

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士  堀 　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社栗本鐵工

所の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栗本鐵工所及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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